
み
向
陸

秋国県

輸
機

　ヽ
■
　
●

な

●
＋
ｔ
ネ

．
一１

一■
一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

■
一■

一一一

―

お

曖

み

み

″

警

腐

ｆ
颯

奮

彙

索

一

舗

鴻

卜

壼

輻

鋤

』

膨

洒

ピ

一

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
‥
・〓
一

，
■
■
一

(1)



日
本
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
普
及

が
進
み
、
そ
の
利
用
も
日
常
生
活
の
中

に
定
着
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
特
に
、
最
近
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
様
々
な

使
え
る
デ
ー
タ
が
掲
載
さ
れ
て
、
検
索

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
以
前
は

「電
子

チ
ラ
シ
」
と
椰
楡
す
る
言
葉
も
あ
っ
た

よ
う
な
状
況
は
、
大
き
く
改
善
さ
れ
て

き
て
い
ま
す
。

私
は
、
日
本
史
を
勉
強
し
て
い
ま
す

が
、
歴
史
研
究
に
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
利

用
す
る
こ
と
に
興
味
を
も
ち
、
ま
た
こ

こ
数
年
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

た
歴
史
情
報
の
活
用
に
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。
こ
の
取
り
組
み
を
通
じ
て

様
々
な
体
験
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
な

か
か
ら
県
公
文
書
館
所
蔵
史
料
に
か
か

わ
る
印
象
深
い
体
験
を
紹
介
し
、
公
文

書
館

へ
の
今
後
の
期
待
を
述
べ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

平
成
七
年
の
秋
に
、
県
内
の
歴
史

。

民
族

・
考
古
を
研
究
す
る
個
人

。
研
究

団
体
が
集
ま
り
、
情
報
交
換
を
行
う
こ

と
を
目
的
に
、
秋
田
県
歴
史
研
究
者

・

研
究
団
体
協
議
会

（秋
田
歴
研
協
）
が

結
成
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
八
年
の
秋
か

ら
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
秋
田
歴
研

協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
、
私
が
運

営
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
県
公
文
書
館

で
企
画
展

「秋
田
の
鉄
道
史
」
が
始
ま

る
少
し
前
に
、
人
車
鉄
道

（人
が
客
車

や
貨
車
を
押
し
た
人
力
の
鉄
道
）
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
る
東
京
の
田

渕
氏
か
ら
、
ニ
ツ
丼
町
に
か
つ
て
あ
っ

た
中
西
軌
道
に
関
す
る
情
報
を
教
え
て

欲
し
い
と
い
う
電
子
メ
ー
ル
が
届
き
ま

し
た
。
私
は
中
西
軌
道
の
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
た
め
困
惑
し
ま
し
た
が
、
企

画
展
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
公
文
書
館

に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
ア
ド
バ
イ

ス
を
い
た
だ
き
、
早
速
公
文
書
館
で
戦

前
の
県
庁
文
書
を
開
覧
し
、
中
西
軌
道

に
関
す
る
い
く
つ
か
の
史
料
を
見
つ
け

ま
し
た
。
私
は
、
関
係
箇
所
を
撮
影
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
で
き
あ
が

っ
た
写
真

は
県
公
文
書
館
の
ご
厚
意
を
得
て
秋
田

歴
研
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
資
料
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
と
し
て
掲
載
し
、
田
渕
氏
を
は

じ
め
関
心
あ
る
方
々
に
ア
ク
セ
ス
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
見
ず
知
ら
ず
の
者
ど
う

し
が
、
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
歴
史
情
報
を

伝
え
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
県
内
の
貴

重
な
史
料
を
遠
隔
地
の
方
々
に
発
信
で

き
た
こ
と
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の

有
効
性
を
実
感
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
歴
史
情
報

の
収
集

。
公
開
は
個
人
レ
ベ
ル
で
は
時

間
的
、
予
算
的
に
限
界
が
あ
り
ま
す
。

公
文
書
館
な
ど
の
行
政
レ
ベ
ル
で
是
非

実
現
で
き
れ
ば
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま

す
。
新
潟
県
立
文
書
館
、
大
分
県
公
文

書
館
、
沖
縄
県
公
文
書
館
で
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
所
蔵
史
料
の
目
録
が

一
部
公

開
さ
れ
、
遠
隔
地
か
ら
も
情
報
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
史
料

は
現
蔵
場
所
に
行

っ
て
手
に
取

っ
て
見

る
こ
と
が
大
切
で
す
が
、
あ
ら
か
じ
め

ど
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
の
か
と
い
う

情
報
を
収
集
で
き
る
こ
と
は
、
遠
隔
地

に
な
る
ほ
ど
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
利

便
性
が
あ
り
ま
す
。
県
公
文
書
館
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
と
と
も
に
、
国
民
の

共
有
財
産
で
あ
る
所
蔵
史
料
の
情
報
が

広
く
公
開
さ
れ
、
誰
で
も
気
軽
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
日
が
早
く
来
る
こ
と
を
切

に
希
望
し
ま
す
。

公
文
書
館
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

秋
田
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授

９
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当
館
で
は
、
平
成
八
年
度
に

「秋
円

県
勧
業
年
報
」
二
三
巻
を
複
製
本
化
し

た
。
今
回
は
十
年
度
事
業
と
し
て
、
そ

の
姉
妹
誌

「秋
田
県
勧
業
月
報
」
四
〇

巻
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
し
、
印

画
紙
に
焼
き
付
け
写
真
帳
に
し
た
。

「年
報
」
共
々
閲
覧
室
に
配
架
し
て
あ

る
の
で
、
併
せ
て
御
利
用
戴
き
た
い
。

「勧
業
月
報
」
の
発
刊
は

「年
報
」

同
様
、
明
治
十
年

（
一
八
七
七
）
の
農

事
通
信
制
度
と
密
接
に
関
わ
る

（本
紙

第
六
号
を
参
照
）
。
「府
県
通
信
仮
規
則
」

で
は
、
臨
時
報
、
月
報
、
年
報
の
三
報

を
勧
農
局
に
通
信
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
た
。
秋
田
県
は
、
管
内
に
勧
業

掛
を
配
置
し
、
各
地
の
情
報
を
収
集
さ

せ
て
右
の
三
報
を
編
集
し
た
。

臨
時
報
が
自
然
災
害
や
伝
染
病
な
ど

緊
急
報
告
を
扱

っ
た
の
に
対
し
、
月
報

は
毎
月
各
地
の
農
業
事
情
を
扱

っ
た
。

そ
し
て
、
月
報
と
臨
時
報
を
元
に

一
年

間
の
農
業
景
況
を
纏
め
た
の
が
年
報
で

あ
っ
た
。

「勧
業
月
報
」
は
、
明
治
十
三
年
三

月
か
ら
十
六
年
六
月
ま
で
四
〇
号
刊
行

さ
れ
た
。
そ
の
第

一
号
の
緒
言
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

…
本
課
曇
キ
二
一
回
年
報
ヲ
編
輯
シ

其
他
報
告
等
陸
続
之
ヲ
勧
農
局
二
報

道
ス
ト
雖
ト
モ
管
内
各
郡
ノ
通
信
ニ

於
ケ
ル
却
テ
参
照
交
換
ノ
便
ヲ
欠
ク

豊
二
遺
憾
ナ
ラ
ス
ヤ
及
是
本
報
ヲ
輯

録
シ
テ
通
信
委
員
ハ
勿
論
普
ク
勧
業

特
志
者
二
頒
布
シ
テ
其
浩
益
ヲ
計
ル

所
以
ナ
リ
…

「勧
業
月
報
」
は
、
勧
農
局

へ
の
通
信

の
他
に
、
県
内
各
郡
へ
の
農
業
情
報
の

普
及
を
目
的
に
刊
行
さ
れ
た
ら
し
い
。

勧
業
掛
同
士
の
情
報
交
換
、
篤
志
者

ヘ

の
情
報
提
供
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、

「
勧
業
月
報
」
第

一
一
号

（明
治
十
四
年

一
月
刊
行
）
の
目
次
を

見
て
み
よ
う
。

鹿
角
郡

「カ
ド
ロ
」
樹
採
綿
ノ
説

培
養
法

舎
飼
馬
交
尾
ノ
心
得

管
内
牛
馬
調
査

一
覧
表

農
話
連
寄
書

寒
暖
計

物
価
表

第

一
項
は
鹿
角
郡
役
所
か
ら
の
報
告

で
、
十
和
田
山
中
で
発
見
さ
れ
た
野
生

綿
樹
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

（本
紙
第
五

号
を
参
照
）
。
殖
産
興
業
で
有
益
と
見

倣
さ
れ
た
物
産
は
、
「勧
業
月
報
」
上

で
報
告
さ
れ
た
。
第
二
項
に
は
大
豆
と

茶
木
の
培
養
法
が
記
さ
れ
て
お
り
、
農

業
者

へ
の
技
術
普
及
と
な

っ
て
い
る
。

第
五
項
は
、
老
農
石
川
理
紀
之
助
の
組

織
し
た
歴
観
農
話
連
か
ら
の
情
報
提
供

で
あ
る
。
早
魃
の
時
の
田
地
の
耕
作
や

保
水
方
法
な
ど
に
関
す
る
質
問
応
答
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「勧
業
月
報
」
を
読
む
こ
と
に
よ
り
、

先
進
地
の
農
業
技
術
や
他
郡
の
概
況
、

ま
た
毎
月
の
気
温
と
物
価
を
知
る
こ
と

が
出
来
た
。
い
わ
ば

「月
刊
農
業
情
報

誌
」
で
あ
り
、
農
業
者
に
と
り
重
宝
な

メ
デ
ィ
ア
だ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

さ
て
、
「勧
業
月
報
」
は
勧
業
課
報

告
掛
で
編
集
さ
れ
、
Ｂ
６
判
の
活
版
印

刷
本
と
し
て
各
郡
の
勧
業
掛
や
農
業
篤

志
家
に
配
布
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
当

館
に
は
印
刷
本
は
、
二
、　
一
一
、
三
六

号
の
三
冊
し
か
残

っ
て
い
な
い
。
他
の

三
七
号
分
は
、
「勧
業
課
報
告
掛
事
務

簿
」
に
筆
書
原
稿
と
し
て
綴
じ
ら
れ
て

い
る
。
現
在
、
「勧
業
月
報
」
の
印
刷

本
は
四
〇
巻
揃

っ
た
形
で
所
在
を
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
今
回
は

事
務
簿
の
中
か
ら
印
刷
本
と
筆
書
原
稿

を
探
し
、
刊
行
順
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
に
収
め
た
。
こ
う
し
て
、
「勧
業
月

報
」
四
〇
巻
分
が
揃

っ
た
形
で
公
開
出

来
た
の
で
あ
る
。

幻
の
印
刷
本
は
、
或
い
は
当
時
の
勧

業
掛
や
農
業
篤
志
家
の
御
子
孫
の
お
宅

か
ら
発
見
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

（公
文
書
課
　
柴
田
　
知
彰
）

料
金

資
鯉

「秋
田
県
勧
業
月
報
」
に
つ
い
て

事務簿に綴じられた印刷本

Ｏ
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料
介

資
鯉

「分
限
帳
」
と
は
、
家
臣
の
禄
高
や

役
職
な
ど
を
記
し
た
史
料
で
あ
る
。
家

臣
団
の
軍
事
的
配
属
、
日
常
行
政
的
配

属
を
示
し
た
り
、
役
金
や
米
の
賦
課
、

知
行
地
割
付
の
際
の
台
帳
と
す
る
目
的

で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

当
館
に
も

「分
限
帳
」
と
呼
ば
れ
る
史

料
は
多
く
、
戦
国
期
の
浅
利
氏
や
秋
田

氏
の
家
臣
団
の
分
限
帳
、
常
陸
時
代
の

佐
竹
家
臣
団
の
分
限
帳
な
ど
も
含
ま
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
ほ
と
ん
ど
が
写
本

で
あ
る
た
め
、
使
用
に
あ
た
っ
て
は
充

分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
近
世
佐
竹
家
臣
団
の
分
限

帳
を
と
り
あ
げ
る
。
年
不
明
の
写
本
が

多
い
な
か
で
、
年
代
が
記
載
さ
れ
、
比

較
的
利
用
し
や
す
い
分
限
帳
を
挙
げ
た

の
が
表
１
で
あ
る
。

秋
田
藩
の
分
限
帳
は
、
城
下
町
久
保

田
と
所
預
が
置
か
れ
た
在
町
ご
と
に
、

知
行
高
の
順
に
家
臣
名
が
記
さ
れ
る
の

が

一
般
的
で
あ
り
、
記
載
さ
れ
る
家
臣

は
、
基
本
的
に
は
知
行
取
家
臣
と
組
下

給
人
で
あ
る
。
た
だ
し

一
部
、
家
臣
名

ぶ

一
げ
ん
ち
■
う

を
イ
ロ
ハ
順
に
並
べ
た
も
の
や
、
扶
持

米
取
家
臣
を
含
む
も
の
も
あ
り
、
諸
日

的
に
応
じ
て
多
様
な
分
限
帳
が
作
成
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
分
限
帳
を
検
討
す
る
と
、

秋
田
藩
家
臣
団
の
編
成
や
変
遷
過
程
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

一
例
と

し
て
、
元
文
四
年
の
分
限
帳
の
内
訳
を

ま
と
め
、
比
較
の
た
め
明
治
元
年
の
総

数
を
付
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。

元
文
期
の
総
数

一
六
八
八
名
は
、
寛

永
四
年
の
総
数
八
八
八
名
と
比
較
す
る

と
ほ
ぼ
倍
増
し
て
い
る
。
寛
永
期
の
分

限
帳
に
は
、
城
代
や
所
預
が
置
か
れ
た

湯
沢
、
院
内
、
角
間
川
な
ど
が
記
さ
れ

ず
、
い
ま
だ
藩
機
構
が
確
立
し
て
い
な

い
過
渡
期
的
状
況
が
う
か
が
え
る
。
そ

う
い
っ
た
意
味
で
は
元
文
期
の
分
限
帳

に
よ
り
、
数
度
の
職
制
整
備
を
経
て
よ

う
や
く
整
え
ら
れ
た
秋
田
藩
の
家
臣
団

編
成
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。

内
訳
に
つ
い
て
地
域
ご
と
に
み
る
と
、

城
下
久
保
田
と
各
在
町
の
家
臣
数
の
割

合
は
ほ
ぼ
六
対
四
で
あ
り
、
こ
れ
は
明

治
期
も
同
様
で
あ
る
。
数
字
の
上
で
は

大
規
模
な
家
臣
団
移
動
な
ど
は
み
ら
れ

な
い
と
い
え
る
。
ま
た
石
高
を
み
る
と

少
石
取
が
多
く
、
元
文
期
で
は

一
〇
〇

石
未
満
が
七
〇
％
、
五
〇
石
未
満
で
も

四

一
％
を
越
え
る
。
少
石
取
が
多
い
の

は
地
方
知
行
制
を
と
る
藩
の
特
質
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
が
、
明
治
期
に
は
さ
ら

に
顕
著
と
な
り
、
五
〇
石
未
満
の
者
が

四
〇
〇
名
増
加
し
、
割
合
も
五
二
％
を

超
え
る
。
こ
の
増
加
は
そ
の
ま
ま
総
数

に
反
映
し
て
い
る
。
こ
れ
は
幕
末
に
多

く
み
ら
れ
た

一
代
限
り
の
取
り
立
て
な

ど
に
も
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

分
限
帳
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
非
常

に
多
く
、
ま
さ
に
藩
機
構
を
理
解
す
る

上
で
の
基
本
史
料
と
い
え
る
。
写
し
で

あ
る
と
い
う
制
約
は
あ
る
が
、
多
く
の

方
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
史
料
で

あ
る
。
　

（古
文
書
課
　
加
藤
昌
宏
）

秋
一田
藩
の
分
限
帳
に
つ
い
て

「分限帳」(元文 4年 )(A317-88)

表 2 元文 4年の家臣団構成 (付  明治元年)

(元文 4)

注)III治 元年の分限帳には、一部正確な数 rを 把握できない筒所がある.

よって Lの 記載は 確認できた数字に限られたものである.

表 1 主な分限帳

整理記号番弓 資 料 名 内容年代 備 考

県A103判

慶長九年 1年御畑行

御扶持被下候帳
慶長10(1605) 県A1031「 雑録 一J所収、

『秋田県史』近世編が翻刻文と

解説を掲載
窪田酉d分帳

在々給人配当帳
寛水 4(1627)

止徳 4(1714)3ヽ173 御国中分限帳 写、寛文4年 の記載が一部混在

A31788 分限帳 元文4(1739) 写、内容は表 2参照

25-106 久保田分限帳 文化 8(1811 け、久保田分のみ記載

317 秋田藩分限帳 慶応元(lS65) 写、イロハ順に記載

AH317 260 分限羊有高
明治元(1868)

成辰戦争の軍功者に朱書あり、

虫食い・貼紙の移動など多しAH317 261 r■ 々分限丼有高

(4)



戸
村
家
旧
蔵
文
書

（
戸
村
文
庫
）

・
一
一■

一
、
」
一い

．
一　
Ｆ
　
一̈
〓
」（
一
に
しよ

一ｒ
　
，
１
一■
嘔
七
■
れ
、

多
か

一ン
た
秋

田

一
ｒ
ｔ
Ｉ
貴
重
な
内
容
を
提
供
し
た
。

「
■
．
〓秋
田
県
史
』
が
編
纂
中
で
あ

り
、
戸
村
家
文
書
の
発
見
に
よ
り
、
維

新
編
が
独
立
し
て
編
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
ほ
ど
、
秋
田
維
新
史
研
究
に
与
え

た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。

戸
村
氏
は
、
佐
竹
十
四
世
義
人

（義

仁
）
の
三
男
で
あ

っ
た
常
陸
介
義
倭
が

戸
村

（茨
城
県
那
珂
郡
那
珂
町
）
の
地

一
　
．．　
　
■
ヽ
一
■
ｉ
ヽ

，
ｔ

一
一
・

一●
轟
一ギ
一一講
　
一同

っ

に
住
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
。
秋
田
移
封

後
は
、　
一
門
と
し
て
の
格
式
を
持

っ
た

名
円
で
あ
り
、
代
々
十
太
夫
と
称
し
、

六
五
〇
〇
石
の
知
行
を
有
し
て
い
た
。

行
さ
れ
て
い
る
。
史
料
は

一
括
し
て
Ａ

Ｔ
記
号
と
し
て
纏
め
ら
れ
、
史
料
ご
と

に
日
本
十
進
分
類
法
及
び
独
自
の
郷
土

資
料
分
類
基
準
に
よ

っ
て
分
類
さ
れ
、

番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
平
成
五
年
に

移
管
を
受
け
た
当
館
で
も
現
在
の
と
こ

ろ
、
そ
の
番
号
を
踏
襲
し
て
い
る
。

全
三
四
七

一
点
の
分
類
内
訳
は
次
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（分
類
内
訳
〉

政
治
事
情

。

行
政

。
・
・

戊
辰
戦
争

・

礼
儀
作
法

。

軍
事
事
情

・

有
職
故
実

。

そ
の
他

・
・

最
も
多
く
を
占
め
る
政
治
事
情

（Ａ

Ｔ
三

一
二
）
は
、
九
代
義
数
が
義
得
に

城
代
を
譲
り
家
老
と
な

っ
た
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
か
ら
、
慶
応
四
年

（
一

八
六
八
）
ま
で
の
江
戸
や
京
都
と
の
往

復
の
書
簡
類
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。

義
数
は
慶
応
四
年
に
自
石
会
議
に
藩

代
表
と
し
て
臨
み
、
奥
羽
越
列
藩
同
盟

に
盟
約
し
て
お
き
な
が
ら
、
勤
王

へ
の

藩
論
の
転
変
に
よ
り
そ
の
責
を
負
わ
さ

れ
、
長
く
秋
田
藩
の
列
藩
同
盟
裏
切
り

の
張
本
人
と
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

戸
村
家
文
書
に
よ
り
、
列
藩
同
盟

へ
の

参
加
も
勤
王

へ
の
転
変
も
藩
主
義
尭
の

命
に
拠
る
こ
と
が
分
か
り
、
県
史
維
新

編
に
よ
っ
て
初
め
て
正
当
な
評
価
が
下

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
史

料
は
、
戊
辰
戦
争
の
項

（Ａ
Ｔ
二

一
二
．

一
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
戸
村
家
は
前
述
の
如
く
、
家

格
高
く
古
い
家
柄
で
あ
る
た
め
、
有
職

故
実
や
礼
儀
作
法
に
関
す
る
記
録
を
含

め
、
年
代
と
し
て
は
正
徳
五
年

（
一
七

一
五
）
か
ら
明
治
期
ま
で
に
渉
り
、
内

容
も
多
岐
に
渉

っ
て
い
る

（図
書
館
の

分
類
で
は
実
に
五
五
項
目
に
細
分
さ
れ

て
い
る
）
。
さ
ら
に
佐
竹

一
門
で
あ

っ

た
た
め
、
そ
の
史
料
は
佐
竹
文
庫
と
の

関
連
性
も
高
い
。

今
後
、
史
料
群
と
し
て
の
位
置
づ
け

を
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
に
よ
り
、
秋
田

県
の
近
世

。
維
新
史
に
資
す
る
こ
と
の

大
き
い
史
料
群
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

参
考
文
献

『秋
田
県
史
資
料
　
明
治
編
上
』

（
一
九
六
〇
刊
）
「戊
辰
の
形
勢
」
の
項

『秋
田
県
史
第
四
巻
　
維
新
編
』

（
一
九
六
四
刊
）
編
纂

・
山
崎
真

一
郎

（古
文
書
課
　
佐
藤
　
隆
）

一‐⑧幸　　　　　　　　　］

初
代
義
国
が
二
代
藩
主
義
隆
の
家
老

と
な
っ
た
の
を
始
め
、
四
代
義
輔

（義

覚
）

。
六
代
義
年

・
七
代
義
敬

。
九
代

義
数
と

一
族
の
真
常
（五
代
義
見
六
男
）

の
六
人
が
家
老
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
三
代
義
連

の
寛
文
十

二
年

（
一
六
七
二
）
に
横
手
城
代
と
な
り
、

以
後
戊
辰
戦
争
に
お
い
て
横
手
城
下
で

奮
戦
し
た
十
代
義
得
に
至
る
ま
で
代
々

横
手
城
代
を
務
め
た
。

戸
村
家
文
書
は
旧
図
書
館
時
代
、
昭

和
三
十
七
年
に
整
理
さ
れ
、
日
録
が
刊

二 。 一 一 二 四 二 項
五 七 〇 九 二 〇 一 目

‐ 一九 四 九 〇 六 二 数 |
1會

⌒ ⌒ ⌒ ⌒
■ ■ 五

ビ三菱ヨ
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秋

田

県
報

の
閲
覧

に

つ
い

て

当
館
に
は
、
若
干
の
欠
号
は
あ
る
も

の
の
明
治
二
十
二
年
五
月
十
五
号
発
行

第

一
号
か
ら
現
在
ま
で
の
県
報
が
所
蔵

さ
れ
て
お
り
、
行
政
資
料
と
し
て
特
に

他
の
簿
冊
と
区
別
し
て
整
理
及
び
保
存

作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

県
報
は
昭
和
二
十
五
年

一
月
四
日
発

行
号
外
か
ら
秋
田
県
公
報
と
名
称
を
改

め
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
従
前
と
変

わ
ら
ず
県
令
及
び
訓
令
な
ど
が
記
載
さ

れ
て
お
り
明
治
期
以
降
の
県
政
を
知
る

こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と

言
え
る
。
こ
の
た
め
県
報
は
当
館
所
蔵

の
行
政
資
料
の
中
で
も
最
も
利
用
頻
度

の
高
い
資
料
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
紙
資
料
に
と
っ
て
利
用

頻
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
様
々
な
要

因
に
よ
り
そ
れ
だ
け
資
料
の
劣
化
を
早

め
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
資
料
の
保
存
と

い
う
点
か
ら
考
え
る
と
好
ま
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
そ
こ
で
当
館
で
は
資
料
の

恒
久
的
保
存
を
目
指
し
、
な
お
か
つ
利

用
者
の
閲
覧
希
望
に
答
え
る
方
法
と
し

て
当
面
の
間
撮
影
し
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
の
み
を
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
を
考

え
た
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
の
際
に
資
料

に
多
少
の
負
担
を
か
け
て
し
ま
う
こ
と

も
予
想
さ
れ
た
が
、
長
期
に
渡

っ
て
原

資
料
を
閲
覧
に
供
し
て
い
く
こ
と
と
比

較
し
て
よ
り
良
い
状
態
で
原
資
料
を
保

存
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
と
判
断
し

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
平
成
五
年
度

か
ら
原
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮

影
を
開
始
し
、
今
年
度
ま
で
に
昭
和
五

十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
発
行
号
外
ま

で
の
撮
影
を
終
了
、
県
学
事
文
書
課
か

ら
移
管
さ
れ
た
昭
和
六
十
年

一
月
四
日

発
行
第
七
九
五
五
号
か
ら
平
成
四
年
十

二
月
二
十
五
日
発
行
号
外
ま
で
の
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
共
に
閲
覧
に
供
し
て

い
る
。
ま
た
資
料
の
複
写
に
つ
い
て
は

明
治
三
十
三
年

一
月
六
日
発
行
第

一
四

二
四
号
以
降
が
県
立
図
書
館
に
も
ま
と

ま
っ
た
形
で
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
当
該

年
代
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
利
用
し
て
コ

ピ
ー
機
に
よ
る
複
写
が
出
来
る
こ
と
を

勘
案
し
、
当
館
に
お
い
て
は
そ
れ
以
前

の
明
治
二
十
二
年
五
月
十
五
日
発
行
第

一
号
か
ら
明
治
三
十
二
年
十
二
月
二
十

七
日
発
行
号
外
に
つ
い
て
、
撮
影
し
た

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
複
製
本
を
作

成
し
て
閲
覧
室
に
配
架
、
図
書
館
の
資

料
と
同
様
に
コ
ピ
ー
機
が
利
用
出
来
る

よ
う
に
し
て
い
る
。

以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
県
報
に
つ
い

て
は
現
在
、
原
資
料
の
関
覧
を
行

っ
て

お
ら
ず
、
マ
イ
ク
ロ
リ
ー
ダ
ー
の
操
作

に
不
慣
れ
な
方
や
何
ら
か
の
理
由
で
原

資
料
を
閲
覧
す
る
必
要
の
あ
る
方
な
ど

に
は
不
都
合
を
感
じ
さ
せ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
今
後
と
も

複
数
部
あ
る
資
料
に
つ
い
て
は
保
存
対

象
と
し
た
も
の
以
外
を
複
製
本
と
同
様

に
取
り
扱
う
な
ど
閲
覧
の
利
便
性
と
資

料
保
存
の
双
方
に
と
っ
て
よ
り
良
い
方

法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
た
め
、
現
時
点
で
は
あ
え
て
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
で
の
み
の
閲
覧
と
し
て
い

る
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（公
文
書
課
　
菅
原
　
亜
希
子
）
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羽
後
町
は
中
世
か
ら
戦
同
期
に
か
け

て
豪
族
小
野
寺
氏

の
勢
力
範
囲
で
あ

っ

た
地
域

で
あ
り
、
ま
た
西
馬
音
内
盆
踊

り
な
ど

で
も
知

ら
れ

る
歴
史

の
町

で

す

．
羽
後
町
歴
史
民
俗
資
料
館
は
こ
う

し
た
地
域
の
史
料
を
現
代

。
将
来
に
わ

た

っ
て
保
存

・
活
用
す
る
た
め
平
成
三

年
に
建

て
ら
れ
ま
し
た
。

展
示
室
は
羽
後
町
の
歴
史

。
文
化
を

テ
ー
マ
毎
に
紹
介
し
て
お
り
、
同
地
域

に
残
る
多
く
の
史
料
に
接
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
特
別
展
示
コ
ー
ナ
ー
に
は

堀
内
焼

。
後
藤
弁
吉
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な

ど
の
美
術
品
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
入
口
に
は
地
域
の
歴
史
文
化
を
紹

介
す
る
バ
ン
フ
レ
ツ
ト
な
ど
も
備
え
て

あ
り
ま
し
た
。

同
館
の
所
蔵
史
料
に
は
、
昭
和
三
〇

年
代
に

『
羽
後
町
郷
土
史
』
が
編
纂
さ

れ
た
際
に
調
査

。
収
集
し
、
羽
後
町
立

図
書
館
が
保
管
し
、
開
館
と
同
時
に
移

管
さ
れ
た
史
料
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
所
蔵
史
料
は
出
所
ご
と
に
整
理
さ

れ
、
収
蔵
庫
内
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

史
料
は
目
録
化
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
史
料
の
記
録

も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
収
蔵
庫
内
は
壁

面

。
床
面
が
板
材
で
葺
か
れ
て
お
り
、

特
に
貴
重
な
史
料
群
に
つ
い
て
は
桐
箱

に
入
れ
て
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
空
調

設
備
も
備
え
ら
れ
て
お
り
、
史
料
の
保

存
環
境
が
整

っ
た
施
設
と
い
え
ま
す
。

古
文
書
解
読
講
座
の
ご
案
内
一

当
館
で
は
左
記
の
要
領
で
、
今
年
度

も
古
文
書
解
読
講
座
を
開
講
す
る
予
定

で
す
。
こ
の
講
座
は
古
文
書
解
読
に
関

心
の
あ
る
方
を
対
象
に
、
当
館
所
蔵
の

近
世
文
書
を
教
材
と
し
て
、
開
館
以
来

毎
年
行

っ
て
い
る
も
の
で
す
。
古
文
書

解
読
を
通
じ
歴
史

の
実
証
的
研
究
方

法
、
古
文
書

。
公
文
書
の
保
存
と
活
用

の
重
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て

も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

期
日
　
八
月
三
日

（火
）

。
四
日

（水
）

（い
ず
れ
か

一
方
に
出
席
）

会
場
　
公
文
書
館
三
階
多
目
的
ホ
ー
ル

申
込
方
法
　
往
復
は
が
き
に
住
所

。
氏

名

。
出
席
希
望
日
を
明
記
の
上
、
個

人
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

返
信
用
は
が
き
が
受
講
者
カ
ー
ド
と

な
り
ま
す
の
で
必
ず
往
復
は
が
き
で
お

願
い
し
ま
す
。

中
込
先
　
一Ｔ
Ｏ

一
〇
―
〇
九
五
二

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
―
三

一

秋
田
県
公
文
書
館
古
文
書
課

古
文
書
解
読
講
座
係

申
込
期
間
　
七
月

一
日
～
十
六
日

一予
一の料‐は
■
一

当
館
で
は
昨
年
に
引
き
続
い
て

「市

町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
協
議
会
」
の

開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
協
議
会
は
、
市
町
村
で
古
文
書

を
含
む
文
化
財
の
保
存
に
関
わ
る
職

員
、
市
町
村
の
史
料
保
存
施
設
の
実
務

担
当
者
、
自
治
体
史
編
さ
ん
過
程
で
の

史
料
収
集

。
整
理
な
ど
に
携
わ
る
実
務

担
当
者
等
を
対
象
と
し
て
、
歴
史
資
料

の
整
理

・
保
存

・
利
用
な
ど
に
関
す
る

情
報
交
換
を
行
う
も
の
で
す
。

今
年
度
で
四
回
目
と
な
り
、
相
互
の

情
報
交
換
の
み
な
ら
ず
、
公
文
書
の
保

存

・
公
開
を
含
め
て
、
史
料
保
存
機
関

と
し
て
の
問
題
点
の
解
決
の

一
助
に
な

れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

昨
年
同
様
多
数
の
参
加
を
お
願
い
し

ま
す
。
詳
細
は
関
係
機
関
に
追

っ
て
通

知
し
ま
す
。

期
日
　
五
月
二
十

一
日

（月
）

内
容
①
史
料
の
整
理

・
保
存
に
関
す
る

情
報
提
供

②
史
料
整
理

・
保
存

・
利
用

・
所

在
な
ど
に
関
す
る
情
報
交
換

施
設
を
訪
ね
て

羽

後

町

歴

史

民

族

資

料

館

羽
後
町
西
馬
音
内
上
川
原
三
〇
―

一

=_に
_………___」
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一
韓
厳
愕

一 館
年
度
の
事
業
計
画

一

◎
総
括
的
事
項

。

『
事
業
年
報
』
第
六
号
の
発
行

（五
月
）

。
館
報

「公
文
書
館
だ
よ
り
」
の
発

行

（四
月
上
旬
、
十
月
上
旬
）

。

『
研
究
紀
要
』
第
六
号
の
発
行

（平
成
十
二
年
二
月
）

。
特
別
整
理
期
間
に
よ
る
休
館

（十

月
十
二
日
～
十
月
二
十
四
日
）

・
書
庫
燻
蒸

（十
月
十
日
～
十
月
十

四
日
）

・
県
内
市
町
村
史
料
保
存
に
関
す
る

協
議
会

（五
月
二
十

一
日
）

。
史
料
管
理
学
研
修
会

（十

一
月
八

日
～
十
三
日
）

◎
公
文
書
課
関
係

。
公
文
書
の
引
継
ぎ

（六
月
）

。
公
文
書
目
録

。
行
政
資
料
目
録
の

整
備

。
公
文
書

・
行
政
資
料
公
開
冊
数
の

追
加

・
中
性
紙
保
存
箱

へ
の
収
納
促
進

。
公
文
書
の
保
存

・
廃
棄
の
選
別

。
公
文
書
の
廃
棄

・
県
政
映
画
の
補
修

・
恒
久
保
存
と

ビ
デ
オ
化

・
公
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化

・
企
画
展
示
―
近
代
建
築
関
係

（前

期
八
月
～
九
月
、
後
期
十
月
～
十

一
月
、
館
内
特
別
展
示
室
）

◎
古
文
書
課
関
係

所
蔵
古
文
書
の
整
理
及
び
目
録
の

整
備

中
性
紙
封
筒
及
び
中
性
紙
ダ
ン
ボ

ー
ル
箱

へ
の
収
納

。
配
架
の
促
進

古
絵
図
の
複
製

古
文
書
の
修
復

古
文
書

の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

化

・
複
製
本
製
作

『北
家
御
日
記
』
翻
刻
原
稿
執
筆

委
員
会

（四
月
十
九
日
）

『北
家
御
日
記
』
翻
刻
及
び
原
稿

の
原
本
照
合

『渋
江
和
光
日
記
』
第
七
巻
の
発

行

（平
成
十
二
年
二
月
）

古
文
書
解
読
講
座
の
開
催

（八
月

二

・
四
日
、
館
内
多
目
的
ホ
ー
ル
）

古
文
書
の
所
在

・
保
存
状
況
調
査

（県
内
十
市
町
村

。
県
外
）

大
館
城
は
中
世
浅
利
氏
に
よ
っ
て
築

城
さ
れ
、
戦
国
期
に
は
浅
利
氏

。
安
東

氏

。
南
部
氏
が
抗
争
の
中
で
代
わ
る
代

わ
る
入
城
し
た
。
慶
長
七
年

（
一
六
〇

二
）
佐
竹
氏
の
秋
田
領
入
部
後
、
赤
城

朝
光
が
城
受
取
役
と
な
っ
た
が
、
浅
利

氏
旧
臣
が

一
揆
を
起
こ
す
な
ど
不
安
定

な
情
勢
が
続
い
た
。
慶
長
十
三
年

（
一

六
〇
八
）
小
場
義
成
が
大
館
に
入
城
し
、

改
め
て
城
の
縄
張
や
町
割
を
行
い
、
現

在
の
大
館
市
の
基
礎
を
築
い
た
。
以
降

幕
末
ま
で
小
場
氏

（佐
竹
西
家
）
が
大

館
の
所
預
を
勤
め
た
。

元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）
秋
田
藩

三
代
藩
主
佐
竹
義
処
は
参
勤
交
代
の
帰

路
に
横
手
城
で
死
去
、　
一
〇
歳
の
佐
竹

義
格
が
四
代
藩
主
と
し
て
跡
を
継
い

だ
。
江
戸
幕
府
は
国
日
付
と
し
て
斎
藤

治
左
衛
門

・
戸
田
二
郎
兵
衛
を
秋
田
領

に
派
遣
し
、
巡
検
な
ど
を
行
わ
せ
た
。

国
日
付
の
両
名
は
元
禄
十
六
年
十
月
か

ら
翌
宝
永
元
年
四
月
ま
で
秋
田
領
内
に

滞
在
し
た
が
、
こ
の

「大
館
城
下
絵
図
」

は
そ
の
際
に
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
絵
図

の
控
え
で
あ
る
こ
と
が
絵
図
の
裏
書

（写
真
下
）
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（古
文
書
課
　
煙
山
英
俊
）

公
文
書
館
だ
よ
り
　
第
十
号

平
成
十

一
年
四
月

一
日
発
行

編
集
発
行
　
秋
田
県
公
文
書
館

（表
紙
題
字
　
寿
松
本
　
毅
）

〒
〇

一
〇
―
〇
九
五
二

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
―
三

一

８
０

一
八

（八
六
六
）
八
三
〇

一

印
刷
　
　
　
株
式
会
社
大
潟
印
刷

・特別整理期間 (8月 ～10月 中の15日 間以内)    |
。年末年始 (12月 28日 ～ 1月 3日 )         |
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